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令和5年度 租税教育活動
　法人会は次代を担う子どもたちに、税の重要性を正しく理解し、関心が持てるよう様々な租税教育活動
を行っています。その一つとして毎年市内全小学 6 年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を実
施していますが、今年度は 8校 78 点の作品が寄せられ、厳選なる選考の結果 10 点の作品が受賞されました。
受賞児童に対しては賞状と副賞を、応募者全員には参加賞を贈るとともに、受賞作品を 11 月 9 日㈭から 30
日㈭の間、サンリブ竹田の多目的スペースに展示しました。

　絵はがきコンクールの他にも、青年部会が 5 月 24 日㈬と 26 日㈪、荻小学校と竹田小学校の 5・6 年生を対
象に租税教室を実施しました。租税教育用 DVD を使って税金の大切さ等を説明したほか、1 億円のレプリカ
体験を実施しました。また、同じく青年部会が 7 月 22 日㈯ 七夕子ども夜市の会場で「税の〇×クイズ大会」
を実施しました。正解を発表する度に正解した子ども達から「ヤッター！」と歓声が上がり大いに盛り上がり
ました。また、10 月 6 日㈮開催された第 29 回大分県青年の集い日田玖珠大会で、県内 9単位会を 3 ブロック
に分けた所属ブロックの代表として竹田青年部会が租税教育プレゼンテーションの事例発表を行いました。

5月24日㈬荻小租税教室 5月26日㈮竹田小租税教室 7月22日㈯税の〇×クイズ大会 10月6日㈮日田玖珠大会租税教育活動プレゼンテーション

直入小学校
猪股　あかりさん

県女連協　奨励賞

南部小学校
山下　恵茉さん

竹田法人会　優秀賞

祖峰小学校
佐藤　穂乃佳さん

竹田法人会　優秀賞

城原小学校
菅　想汰楼さん

竹田法人会　奨励賞

荻小学校
大平　将太郎さん

竹田法人会　優秀賞

竹田小学校
佐藤　ランさん

竹田税務署長賞
豊岡小学校

吉良　美里矢さん

県女連協　奨励賞

豊岡小学校
阿南　佳奈さん

県女連協　優秀賞

久住小学校
賀籠六　寿波さん

県女連協　奨励賞

直入小学校
足立　優佳さん

県女連協　奨励賞

（注）県女連協…（一社）大分県法人会連合会女性部会連絡協議会

選考会

税に関する作品展

表彰式
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法人会に関する詳しい情報は、当会ホームページに掲載しています。
https://hojinkai .zenkokuhojinkai .or. jp/taketa/

令和５年度  法人会の主な行事

　以上の他にも、地域の活性化を目的に「第 32 回ふるさとふれあい夜市」（8 月 12 日㈯九州アルプス商工
会青年部直入支部主催）をはじめ、「第 8 回九州アルプス商工会グランドゴルフ大会」（10 月 22 日㈰九州ア
ルプス商工会主催）、「第 15 回トマト天国 in おぎ」（11 月 3 日㈮トマト天国 in おぎ実行委員会主催 )、「第 24
回たけた竹灯籠竹楽」（11 月 17 ～ 19 日里山保全竹活用百人会主催）を助成した他、（公財）大分県交通安
全協会竹田支部に対し貸出し用チャイルドシートを寄贈しました。

　新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行したことによって、令和 5 年度は法人会でもようやく感染
症拡大以前の事業運営に戻り各種大会行事への参加や租税教育活動をはじめ社会貢献活動等を積極的に実施
しました。

9月2日㈯ 女性部会「食品ロス削減」広報活動

11月3日㈮ 女性部会「食品ロス削減」広報活動

6月6日㈫ 青年部会会員会議 6月20日㈫ 女性部会会員会議

7月14日㈮ 事業研修委員会

10月18日㈬ 全国大会群馬大会

4月13日㈭ 全国女性フォーラム愛媛大会 6月15日㈭ 定時総会

11月21日㈫ 組織厚生合同委員会 1月30日㈫ 青年部会主催新年税務研修会

11月8日㈬ 税の広報車出発式

11月10日㈮ 全国青年の集い山形大会

2月22日㈭ 南九州青年の集いin熊本
税に関する絵はがきコンクール表彰式

11月7日㈫ 南九州女性の集いin鹿児島

10月6日㈮ 大分県青年の集い日田玖珠大会9月7日㈭ 大分県女性フォーラムin豊後大野

1月26日㈮ 青年部会県南四地区合同税務研修会
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令和5年度 中学生の「税についての作文」
　公益財団法人 全国法人会総連合（全法連）では、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会とが全国の中学生を対
象に毎年募集する「税についての作文」を後援しています。令和5年度は、全国6,457校から445,945編の応募
があり、熊本国税局管内（南九州4県）では、財務大臣賞1編、国税庁長官賞2編、全国納税貯蓄組合連合会会
長賞等4編及び熊本国税局長賞5編が選ばれました。うち国税庁長官賞を竹田市立竹田中学校3年生の渕　心音
さんが見事受賞され、国税庁長官賞を竹田市内の中学生が2年連続で受賞しました。

未来を創る一員として～温泉宿に生まれて～
竹田市立竹田中学校３年　渕　心音

　雄大な自然が広がる阿蘇くじゅう国立公園。その一角をなす大船・久住・黒岳の三山が鎮座する麓の小

さな町に私の自宅はある。今から三十五年程前、温泉が大好きだった曾祖父が、「家の風呂を温泉にし

たい。」その一心で、源泉を掘り当てた。湧き上がった温泉を見た瞬間の曾祖父の表情はまさに、喜色満

面だったそうだ。ほどなく、そこに民宿を営むようになったが、夏は合宿、春秋は登山、冬は湯治客を中心

に賑わいを見せる。私もお皿洗いの他、お風呂掃除を手伝っているが、お客さんから「お湯、気持ちよかっ

たよ～。」と言われると、最高の気分になって、家業が温泉宿で本当によかったなと感じる時だ。

　さて、税について学ぶと、我家が皆さんから消費税や入湯税といった大切な税金を預かっているのだと

強く意識するようになった。そこで、入湯税について調べてみた。入湯税の歴史は案外古く、江戸時代か

ら既に幕府が民衆に対して課していたことを知った。また本市では昨年およそ十一万もの入湯者があり、千

七百万円程の税収と、それが、観光案内板の設置や観光の広告料といった観光客誘致事業全般、山桜植

林事業等に使用されたそうだ。市の税収割合としては僅か一％程度だそうだが、来訪者の税が、次の旅人

のために活用されていること、基幹産業が農業と観光業である故郷にあっては、その発展に役立てられて

いるのだと分かった。父は「入湯税という特別な税を納めさせて頂いているが、それで社会参画できてい

る気がしてとても嬉しい。」そう私に話してくれた。その言葉を聞いて、何だか私まで嬉しい気持ちになった。

　さて、私は二年前に体調不良を起こし、その原因が「小児がん」だと判明した。長期入院し、不安な毎

日を過ごした。抗癌剤投与や放射線治療を受けたのだが、その影響で、吐気や腹痛に襲われることもしば

しばだった。この治療には、月だけでも数百万円はかかる高額なものだったが、税のお陰で先進医療が受

けられ、今では随分と元気を取り戻せた。治療はこれからも続けねばならないが、身をもって税の有難みを

感じる経験だった。

　遠く風土記にも記録されている郷土の温泉。つまり温泉が、古より誰分け隔てなく万人の心と体に癒しや

温かさを与え続けてきたということだ。入湯税は、町の活性に繋がり、旅人から次の旅人のために使われる。

そして、税は人の命をも救う。温泉と税を照らし合せてみると、両者はとても似ていると私は思う。

　何人にも平等に還元され、安らぎや癒しをもたらす温かな存在であるからだ。故郷の雄大な自然とその

恵みに感謝しながら、これからも一生懸命お風呂を磨こう。入湯税を預かる家庭に生まれた一員として、家

業への誇りを抱きながら。そして、名も知らぬ世の中の困っている誰かを笑顔にできるよう、立派な納税者

になろう。私の命も助けてもらったのだから。未来の社会を創る一員として。



　法人会では、経営支援事業としてインターネットセミナーを配信し
ています。
　最新の経営情報の入手・管理職の教育・朝礼でのヒント集など豊富
なコンテンツが随時更新され、会員の方は無料でいつでも、どこで
も、気になるセミナーを自由に選んで受講できます。※一般の方も約
20タイトルのオープンコンテンツが受講可能です。
　忙しくて時間がない、わざわざ出かけずに会社や自宅などでセミ
ナーを受けたい、継続的に社員研修を行いたい、受講したいセミナー
が開催されていないとお考えの方々に最適です。
竹田法人会のホームページhttps://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/taketa/から検索できます。
ただし、会員専用コンテンツを受講するには会員ID・パスワードが必要となりますので、竹田法人会
事務局にお問い合わせください。☎0974-64-0042

インターネットセミナーをご利用ください
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税務調査でミスを指摘され、法人税の修正申告をして納税額が発生する場合、過少申告加算税が課されることになりま
すが、この過少申告加算税の課税割合が見直されたと聞きました。どのように変わったのでしょうか。

ご質問の加算税制度の見直しは令和４年度税制改正で措置されたものです。具体的には、帳簿の提示がない
場合など一定の場合に過少申告加算税が加重されることになります。
これは、帳簿の記帳水準を向上させるために、記帳義務を適正に履行しない納税者に対し過少申告加算税を
加重することとして新たに措置されました。

具体的にどのような場合に過少申告加算税が加重されるのでしょうか。

例えば、調査において総勘定元帳などの帳簿を税務調査官に提示しない場合や、帳簿を提示したもののその
帳簿に記載すべき事項のうち売上げなどの収入に関する事項の記載が著しく不十分な場合には、帳簿に記載
すべき事項に係る増差税額の１０％に相当する金額が加算されます。一方で、収入に関する事項の帳簿への記
載が著しく不十分ではないものの、記載が不十分である場合には、記載すべき事項に係る増差税額の５％に
相当する金額が加算されます。
なお、この収入には、雑収入などの営業外収益や特別利益は含まれません。

ここでいう「著しく不十分」や「不十分」はどのように判断するのですか。

記帳の程度として「著しく不十分」とは、収入について記載すべき事項の金額の２分の１に満たない場合とされ、
「不十分」とは、記載すべき事項の金額の３分の２に満たない場合とされています。

記帳の程度は収入に関する事項の記載で判断するとのことですが、なぜ経費では判断しないのですか。

経費については通常、税額を減らす要素となりますので、収入に比べて納税者の自主的な記帳が期待できる
ことなどがその理由とされています。

では、調査の結果、売上げの過少計上と経費の過大計上に基づく修正申告をして、収入に関する記帳の程度が
不十分であった場合、過少申告加算税はどのように計算するのですか。

記帳の程度は収入に関する事項のみで判断しますが、加重措置の対象は帳簿に記載すべき全ての事項が対象
となります。そうしますと、売上げの過少計上だけでなく、経費の過大計上に基因して納税することとなる本
税額も過少申告加算税の加重措置の対象となります。

このような加重措置はいつから適用になるのですか。

加重措置は、令和６年１月１日以後に法定申告期限が到来するものについて適用になりますので、例えば令和
５年 10月決算期分の修正申告から適用されることになります。

まずは、収入に関する事項の漏れがないように正しく記帳することが必要ですね。

【筆者紹介】野川悟志（のがわ・さとし）福岡県出身。国税庁課税総括課、国税局法人課税課などを経て、　
　　　　 　東京都品川区で税理士登録。近著『税務図解の技法』（大蔵財務協会）、『令和５年版 税制改正
　　　　　 経過一覧ハンドブック』（共著、大蔵財務協会）など。

帳簿の記載が不十分な場合等の過少申告加算税の加重措置
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

税理士　野川悟志

リサ

サキ先生



（5） 第35号 令和6年3月11日竹田法人会会報



（6） 第35号令和6年3月11日 竹田法人会会報


